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最近の清酒の輸出動向



酒類の製造免許を有する神社

所轄署 ：出雲署
免許者 ：(宗)出雲大社
免許年月日 ：明治30年２月12日
免許区分 ：清酒【みなし免許：スピリッツ、

リキュール、発泡酒、その他の
醸造酒、雑酒】

所轄署 ：宇部署
免許者 ：(宗)岡崎八幡宮
免許年月日 ：明治32年10月16日
免許区分 ：清酒

所轄署 ：出雲署
免許者 ：(宗)佐香神社
免許年月日 ：明治29年11月19日
免許区分 ：その他の醸造酒

所轄署 ：新見署
免許者 ：(宗)船川八幡宮
免許年月日 ：昭和46年10月04日
免許区分 ：その他の醸造酒【みなし

免許：スピリッツ、リキ
ュール、発泡酒、雑酒】



醸造酒の発酵方法の違い
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お酒に関する用語

【吟醸酒】 （ぎんじょうしゅ）
米を60％以下に磨いて低温でじっくり醸造するいわゆる吟醸造りした

高級酒。
昔は品評会のために杜氏が技術の粋を尽くして造るもので、「酒の芸

術品」である。
フルーティな香り、酔い心地の良さ、酔い覚めの良さが特徴である。

【純米酒】 （じゅんまいしゅ）
米と米こうじだけで造る酒。ふくよかな旨味のある酒が多い。味が

しっかりしているので、お燗から冷や、オンザロック、お湯割りなどい
ろいろ楽しめる。

【本醸造酒】 （ほんじょうぞうしゅ）
本造り、本仕込みともいい、もろみを搾る前に少量の醸造用アルコー

ルを加えて適度に味を調整している。
お燗で軽快に飲めるものが多い。

【新酒】 （しんしゅ）
その年に造った酒のこと。フレッシュな味や香りが楽しめる。

【古酒】 （こしゅ）
前の年度以前にできた酒のこと。熟成香となめらかな味わいが特徴。

【長期貯蔵酒】 （ちょうきちょぞうしゅ）
長期間貯蔵し熟成させた酒。製造技術の進歩でおいしく熟成させた日

本酒が多くなった。○年貯蔵酒、秘蔵酒、大古酒などと銘打って販売さ
れている。

【原酒】 （げんしゅ）
搾ってから水を加えていない酒。加水していないのでアルコール分が

高く味が濃い。

【生酒】 （なましゅ）・【生貯蔵酒】 （なまちょぞうしゅ）・【生詰酒】 （なまづめしゅ）
清酒はふつう出荷までに２回加熱殺菌（火入）をしますが、この火入れを一度もし

ない酒を「生酒」、瓶詰めのときに１回火入をした酒を「生貯蔵酒」、貯蔵前の火
入はするが瓶詰め時にはしない酒を「生詰め酒」と呼ぶ。
火入の回数が少ない分、フレッシュな香味の酒で、冷やして飲むのがよい。



日本酒の温度ごとの呼び方



適正飲酒の10か条 ～（公社）アルコール健康協会～

１．談笑し 楽しく飲むのが基本です

２．食べながら 適量範囲でゆっくりと

３．強い酒 薄めて飲むのがオススメです

４．つくろうよ 週に二日は休肝日

５．やめようよ きりなく長い飲み続け

６．許さない 他人（ひと）への無理強い・イッキ飲み

７．アルコール 薬と一緒は危険です

８．飲まないで 妊娠中と授乳期は

９．飲酒後の運動・入浴、要注意

10．肝臓など 定期検査を忘れずに

（参考）1日平均純アルコールで約20ｇの目安

日本酒１合（180ml）、ビール中瓶１本、ワイン２杯（240ml）



地理的表示萩（GI萩）～酒類に関してGIでは中四国初の指定～

（GI萩マーク）

○ 地理的表示「萩」の概要
産地の範囲：萩市及び阿武町
対象酒類：清酒
原料及び製法： 産地内で収穫した米及び採水した水又はこれらとアルコール

を原料とし、産地内で製造・貯蔵・容器詰めを行っているもの。
ＧＩ萩の特性： 総じて米由来のふくよかで上品な旨味と爽やかな酸味を主体

としており、アルコール感の切れの良さを有している。
さらに、吟醸酒は、リンゴ等の果実の爽やかな香りを感じる

ことができる。
（マップは令和３年１月末時点指定分）

酒 蔵 名 代表銘柄 市町別

岩崎酒造㈱ 長陽福娘

萩市

㈲岡崎酒造場 長門峡

㈱澄川酒造場 東洋美人

中村酒造㈱ 宝船

八千代酒造㈴ 八千代、ＲＯＯＭ

阿武の鶴酒造㈾ 阿武の鶴、三好 阿武町

○ 萩地区の酒蔵（山口県酒造組合萩地区組合員）



独立行政法人酒類総合研究所とは

• 明治37年 大蔵省「醸造試験所」が設置される。（東京都北区滝野川）

• 昭和24年 国税庁設置に伴い、国税庁に移管

• 平成７年 東広島市に移転し、「国税庁醸造研究所」と改称

• 平成13年 独立行政法人となり、「酒類総合研究所」と改称

沿 革

• 酒税の適正かつ公平な賦課の実現

• 酒類業の健全な発達を図り、あわせて酒類に対する国民の認識を高める

目 的

• 酒類の課税判定や品質及び安全性確保のための分析・鑑定

• 分析・鑑定の理論的な裏付けとなる研究・調査

• 品質及び製造技術の向上をサポートする品質評価・講習の開催

主な業務

日 本 で 唯 一 の 酒 類 に 関 す る 国 の 研 究 機 関

国税庁との密接な連携の下、効果的・効率的に業務を実施し、酒税の適正な賦課等に貢献

酒類総合研究所全景

全国新酒鑑評会を
主催しているよ！



お酒に関する情報の提供

国税庁では、お酒に関する情報を国税庁ホームページにて提供 して

いますので、ぜひ、ご活用ください。

ホームページURL

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp



ご清聴ありがと
う

ございました


